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(57)【要約】
【課題】計測値の通信に特化した新たなプロトコルを使
用することなく、計測結果を利用可能に保存する。
【解決手段】画像管理装置は、超音波診断装置から、医
用画像に対する計測により得られた計測値が当該医用画
像に埋め込まれた画像データを受信し、計測値が埋め込
まれた医用画像を表示する（ステップＳ６）。医師が、
表示されている医用画像上で文字認識の対象となる領域
を指定すると（ステップＳ７）、画像管理装置は、医用
画像の画像データ中の指定された領域から、文字認識に
より計測値を取得する（ステップＳ８）。次に、文字認
識結果に対して、必要に応じて修正を行う（ステップＳ
９～Ｓ１１）。次に、計測値に対して名称の入力を受け
付け（ステップＳ１２）、計測値、計測値の名称、医用
画像の撮影対象となった患者の患者ＩＤ、及び、医用画
像の取得日時を対応付けて記憶部に記憶させる（ステッ
プＳ１３）。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像に対する計測により得られた計測値が当該医用画像に埋め込まれた画像データ
から、文字認識により前記計測値を取得する取得手段と、
　前記取得された計測値の名称を入力するための入力手段と、
　前記取得された計測値、当該計測値の名称、前記医用画像の撮影対象となった患者の識
別情報、及び、前記医用画像の取得日時を対応付けて記憶する記憶手段と、
　を備える計測値管理装置。
【請求項２】
　前記画像データに基づいて、前記計測値が埋め込まれた医用画像を表示する表示手段と
、
　前記表示手段に表示された医用画像上の任意の領域を指定するための指定手段と、
　を備え、
　前記取得手段は、前記指定された領域から、前記計測値を取得する請求項１に記載の計
測値管理装置。
【請求項３】
　前記画像データは、超音波診断装置により生成されたものである請求項１又は２に記載
の計測値管理装置。
【請求項４】
　前記計測値が埋め込まれた医用画像は、フィルム又は用紙にプリントされており、
　前記フィルム又は用紙にプリントされた医用画像を読み取って画像データを生成する画
像読取手段を備え、
　前記取得手段は、前記画像読取手段により生成された画像データから、前記計測値を取
得する請求項１又は２に記載の計測値管理装置。
【請求項５】
　前記記憶手段に記憶されている計測値のうち、対応付けられている患者の識別情報及び
計測値の名称が同一の計測値を抽出し、当該抽出された計測値を、各計測値と対応付けら
れている取得日時に沿ってグラフ化して表示させるグラフ化手段を備える請求項１から４
のいずれか一項に記載の計測値管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、計測値管理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療分野においては、患者に対して様々な画像検査が行われている。画像生成装
置（モダリティー）の中には、医用画像に付帯情報を埋め込んだ状態で外部装置に送信す
るものもある。医用画像に埋め込まれた付帯情報をテキストデータとして利用可能とする
ために、例えば、患者ＩＤや患者氏名等の患者情報を示す文字画像を含む医用画像から文
字を認識する医用画像処理装置が提案されている（特許文献１参照）。この装置では、医
用画像から文字を認識するとともに、医用画像の撮影対象となった患者の患者情報が記録
された記録媒体から患者情報を読み取って入力し、文字認識結果と入力された患者情報と
を照合し、一致しない場合に、文字認識結果を修正している。
【０００３】
　また、医師は、医用画像上の計測すべき位置を指定し、指定された位置に対応する長さ
、面積、体積、角度等の計測値を診断に用いている。例えば、超音波診断装置では、病気
の進行度合い等を定量的に調べるため、頸動脈の縦断面像のＩＭＴ（内膜中膜複合体厚：
Intima-Media Thickness）計測が行われている。ＩＭＴ計測では、プローブに近い壁（近
位壁：near wall）とプローブから遠い壁（遠位壁：far wall）についてそれぞれ内膜中
膜間の厚さを測定し、さらに特定のＲＯＩ（Region of Interest）の中で最大値／最小値
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／平均値を求める場合が多いため、一度のＩＭＴ計測で６種類の計測結果が出力されるこ
ともある。超音波診断装置では、この計測結果を超音波画像の診断部位と重ならないよう
に画面の端部に配置して表示する。ＩＭＴは約１ｍｍを超えると治療が必要とされるため
、その数値の経時変化を正確に把握することは、医師の治療方針や患者の治療に対するモ
チベーションの維持に繋がる。
　また、超音波画像に対する計測により得られた計測値は、超音波画像に埋め込まれた状
態で、超音波診断装置から外部装置に送信される場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２９９１６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、超音波画像に埋め込まれた計測値を利用するには、操作者が画像を確認
して計測値を読み取り、読み取った数値を手動で入力する等、手間がかかるとともに、入
力ミスのおそれもあった。
　また、画像生成装置と画像の送信先の装置との間で、計測結果をＤＩＣＯＭ　ＳＲとい
うプロトコルに従ってやり取りする方法もあるが、画像生成装置と送信先装置とのＩ／Ｆ
部分を変更するのは手間がかかるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記の従来技術における問題に鑑みてなされたものであって、計測値の通信
に特化した新たなプロトコルを使用することなく、計測結果を利用可能に保存することを
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、医用画像に対する計測により得
られた計測値が当該医用画像に埋め込まれた画像データから、文字認識により前記計測値
を取得する取得手段と、前記取得された計測値の名称を入力するための入力手段と、前記
取得された計測値、当該計測値の名称、前記医用画像の撮影対象となった患者の識別情報
、及び、前記医用画像の取得日時を対応付けて記憶する記憶手段と、を備える計測値管理
装置である。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の計測値管理装置において、前記画像データ
に基づいて、前記計測値が埋め込まれた医用画像を表示する表示手段と、前記表示手段に
表示された医用画像上の任意の領域を指定するための指定手段と、を備え、前記取得手段
は、前記指定された領域から、前記計測値を取得する。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の計測値管理装置において、前記画像
データは、超音波診断装置により生成されたものである。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、請求項１又は２に記載の計測値管理装置において、前記計測
値が埋め込まれた医用画像は、フィルム又は用紙にプリントされており、前記フィルム又
は用紙にプリントされた医用画像を読み取って画像データを生成する画像読取手段を備え
、前記取得手段は、前記画像読取手段により生成された画像データから、前記計測値を取
得する。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、請求項１から４のいずれか一項に記載の計測値管理装置にお
いて、前記記憶手段に記憶されている計測値のうち、対応付けられている患者の識別情報
及び計測値の名称が同一の計測値を抽出し、当該抽出された計測値を、各計測値と対応付
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けられている取得日時に沿ってグラフ化して表示させるグラフ化手段を備える。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、計測値の通信に特化した新たなプロトコルを使用することなく、計測
結果を利用可能に保存することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施の形態における医用画像システムのシステム構成図である。
【図２】画像管理装置の構成を示す図である。
【図３】計測値管理テーブルのデータ構成例を示す図である。
【図４】超音波診断装置の構成を示す図である。
【図５】画像管理装置及び超音波診断装置により実行される第１の計測値管理処理を示す
ラダーチャートである。
【図６】医用画像表示画面の表示例である。
【図７】文字認識結果確認画面の表示例である。
【図８】名称入力画面の表示例である。
【図９】グラフ表示画面の表示例である。
【図１０】グラフ表示画面の他の表示例である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態における画像管理装置により実行される第２の計測
値管理処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
〔第１の実施の形態〕
　まず、本発明に係る計測値管理装置の第１の実施の形態について説明する。ただし、発
明の範囲は、図示例に限定されない。
【００１５】
　図１に、医用画像システム１００のシステム構成を示す。
　図１に示すように、医用画像システム１００は、電子カルテ装置１０と、計測値管理装
置としての画像管理装置２０と、超音波診断装置３０と、から構成され、各装置は、ＬＡ
Ｎ（Local Area Network）やＷＡＮ（Wide Area Network）等の通信回線からなる通信ネ
ットワークＮを介してデータ送受信可能に接続されている。医用画像システム１００を構
成する各装置は、ＤＩＣＯＭ（Digital Image and Communications in Medicine）規格に
準じており、各装置間の通信は、ＤＩＣＯＭに則って行われる。なお、各装置の台数は、
特に限定されない。
【００１６】
　電子カルテ装置１０は、電子カルテ作成機能、画像ビューアー機能を有するコンピュー
ター装置である。電子カルテ装置１０は、患者に対する診療行為や診断結果を記録した電
子カルテ情報を生成する。電子カルテ情報には、例えば、患者ＩＤ、患者氏名、性別、年
齢、身長、体重、記入日付、体温、問診結果、診療行為、診断結果等が記述されている。
【００１７】
　画像管理装置２０は、超音波診断装置３０等の画像生成装置（モダリティー）において
生成された医用画像の画像データを記憶し、患者毎に管理する。画像管理装置２０として
は、例えば、ＰＡＣＳ（Picture Archiving and Communication System）等が挙げられる
。
【００１８】
　画像管理装置２０は、図２に示すように、制御部２１、操作部２２、表示部２３、画像
読取部２４、通信部２５、記憶部２６等を備えて構成されており、各部はバス２７により
接続されている。
【００１９】
　制御部２１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）及
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びＲＡＭ（Random Access Memory）等から構成され、画像管理装置２０の各部の処理動作
を統括的に制御する。具体的には、ＣＰＵは、操作部２２から入力される操作信号又は通
信部２５により受信される指示信号に応じて、ＲＯＭに記憶されている各種処理プログラ
ムを読み出してＲＡＭに展開し、当該プログラムとの協働により各種処理を行う。
【００２０】
　操作部２２は、カーソルキー、文字・数字入力キー及び各種機能キー等を備えたキーボ
ードと、マウス等のポインティングデバイスを備えて構成され、キーボードに対するキー
操作やマウス操作により入力された操作信号を制御部２１に出力する。例えば、操作部２
２は、計測値の名称を入力する際、表示部２３に表示された医用画像上の任意の領域を指
定する際に用いられる。すなわち、操作部２２は、入力手段、指定手段として機能する。
【００２１】
　表示部２３は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等のモニターを備えて構成されてお
り、制御部２１から入力される表示信号の指示に従って、各種画面を表示する。例えば、
表示部２３は、計測値が埋め込まれた医用画像を表示する。
【００２２】
　画像読取部２４は、フィルムや用紙等の記録媒体にプリントされている画像を読み取っ
て画像データを生成する。画像読取部２４は、例えば、光源、ＣＣＤ（Charge Coupled D
evice）イメージセンサー、Ａ／Ｄ変換器等により構成され、光源から記録媒体へ照明走
査した光の反射光を結像して光電変換することにより記録媒体上の画像を読み取り、読み
取った画像をＡ／Ｄ変換して制御部２１に出力する。
【００２３】
　通信部２５は、ネットワークインターフェース等により構成され、通信ネットワークＮ
を介して接続された外部機器との間でデータの送受信を行う。例えば、通信部２５は、超
音波診断装置３０等の画像生成装置により患者を撮影して得られた医用画像の画像データ
を受信する。また、通信部２５は、外部機器からの画像データの取得要求に応じて、要求
された画像データを当該外部機器に送信する。
【００２４】
　記憶部２６は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）や不揮発性メモリー等により構成され、各
種データを記憶している。例えば、記憶部２６には、医用画像の画像データ、計測値管理
テーブル２６１が記憶されている。
【００２５】
　図３に、計測値管理テーブル２６１のデータ構成例を示す。計測値管理テーブル２６１
には、患者ＩＤ毎、画像取得日時毎に、医用画像から取得された計測値とその名称との組
み合わせが格納されている。画像取得日時は、超音波診断装置３０等の画像生成装置にお
いて医用画像の画像データが生成された日時でもよいし、画像管理装置２０において超音
波診断装置３０等の画像生成装置から医用画像の画像データが受信された日時でもよい。
【００２６】
　超音波画像に対する計測の例として、ＩＭＴ（内膜中膜複合体厚）計測、パルスドップ
ラー法による血流計測等が挙げられる。各種計測は、画像に対する解析によって自動的に
行われてもよいし、操作者が画像上の計測範囲を指定し、指定された範囲に対して計測が
行われてもよい。
【００２７】
　ＩＭＴ計測は、頸動脈の縦断面像から内膜と中膜を合わせた厚さ（ＩＭＴ）を測定する
ものであり、動脈硬化病変の評価に用いられる。例えば、左右の総頸動脈、頸動脈球部及
び内頸動脈での最大内膜中膜複合体厚（ｍａｘ　ＩＭＴ）、最小内膜中膜複合体厚（ｍｉ
ｎ　ＩＭＴ）、総頸動脈での平均内膜中膜複合体厚（ｍｅａｎ　ＩＭＴ）が求められる。
また、ＩＭＴ計測は、遠位壁、近位壁のそれぞれに対して行われる。図３において、ＩＭ
Ｔｍａｘ１、ＩＭＴｍｅａｎ１、ＩＭＴｍｉｎ１は、それぞれ、遠位壁に対する計測によ
り得られた最大内膜中膜複合体厚、平均内膜中膜複合体厚、最小内膜中膜複合体厚を示し
ている。以下、明細書及び他の図面においても同様とする。また、図３では、画像取得日
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時において時刻の記載を省略している。
【００２８】
　パルスドップラー法による血流計測は、血流速度を測定するものであり、頸部頸動脈狭
窄症が疑われる場合に行われる。頸部頸動脈狭窄症は、頸動脈分岐部で動脈硬化が発生し
、頸動脈が細くなる病気である。血流計測における計測項目として、ＰＳＶ（ピーク収縮
速度）、ＥＤＶ（拡張終期速度）、ＴＡＭ（平均流速の時間平均）、Ｖｍｅａｎ（平均速
度）、Ｇｍｅａｎ（平均圧勾配）、Ｇｐｅａｋ（最大圧勾配）、Ｓ／Ｄ（ＰＳＶ／ＥＤＶ
）、ＲＩ（抵抗指数）、ＰＩ（肺指数）等が挙げられる。
【００２９】
　制御部２１は、医用画像に対する計測により得られた計測値が当該医用画像に埋め込ま
れた画像データから、文字認識により計測値を取得する。すなわち、制御部２１は、取得
手段として機能する。文字認識では、画像データに対して二値化、スムージング、ノイズ
除去等の画像処理を施した後、個々の文字と推定される部分を予め用意されているテンプ
レートと照合することにより、文字を認識する。この際、制御部２１は、操作部２２にお
ける操作によって指定された領域から、計測値を取得する。
【００３０】
　制御部２１は、取得された計測値、操作部２２から入力された当該計測値の名称、医用
画像の撮影対象となった患者の識別情報（患者ＩＤ）、及び、医用画像の取得日時を対応
付けて記憶部２６に記憶させる。
【００３１】
　制御部２１は、記憶部２６に記憶されている計測値のうち、対応付けられている患者の
識別情報（患者ＩＤ）及び計測値の名称が同一の計測値を抽出し、当該抽出された計測値
を、各計測値と対応付けられている取得日時に沿ってグラフ化して表示部２３に表示させ
る。すなわち、制御部２１は、グラフ化手段として機能する。
【００３２】
　超音波診断装置３０は、超音波により、患者の内部組織の撮影画像の画像データを生成
する。
　超音波診断装置３０は、図４に示すように、装置本体３１、超音波探触子（プローブ）
３２、ケーブル３３等を備える。装置本体３１は、ケーブル３３を介して超音波探触子３
２と接続されている。超音波探触子３２は、生体等の被検体に対して超音波（送信超音波
）を送信するとともに、この被検体で反射した超音波の反射波（反射超音波：エコー）を
受信する。
【００３３】
　装置本体３１は、制御部４１、操作入力部４２、送信部４３、受信部４４、画像生成部
４５、記憶部４６、表示部４７、プリント部４８、通信部４９等を備える。
【００３４】
　制御部４１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭから構成され、超音波診断装置３０の各部の
処理動作を統括的に制御する。具体的には、ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されている各種処理
プログラムを読み出してＲＡＭに展開し、当該プログラムとの協働により各種処理を行う
。
【００３５】
　操作入力部４２は、押しボタンスイッチ、キーボード、マウス等を備えており、操作者
の入力操作を操作信号に変換し、制御部４１に出力する。
【００３６】
　送信部４３は、制御部４１の制御に従って、超音波探触子３２に供給する駆動信号を出
力し、超音波探触子３２に送信超音波を発生させる。
　受信部４４は、制御部４１の制御に従って、超音波探触子３２から入力された受信信号
を取得する回路である。
【００３７】
　画像生成部４５は、超音波の受信データに基づいて、超音波画像の画像データを生成す
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る。この超音波画像には、輝度分布により被検体の構造を示すＢモード画像、ドップラー
効果を利用して計測された血流状態等を示すＤモード画像、被検体内部の歪みの分布を示
す弾性画像等が含まれる。また、超音波画像には、表示部４７に略リアルタイムで表示さ
れる画像データやその一連の動画データ、スナップショットの静止画データ等が含まれる
。
【００３８】
　記憶部４６は、ＨＤＤや不揮発性メモリー等により構成された記憶装置である。記憶部
４６には、画像生成部４５で処理された超音波画像の画像データが記憶される。記憶部４
６に記憶された画像データは、制御部４１の制御に従って読み出され、表示部４７やプリ
ント部４８に出力されたり、通信部４９を介して超音波診断装置３０の外部に出力された
りする。
【００３９】
　表示部４７は、ＬＣＤ、有機ＥＬ（Electro-Luminescent）ディスプレイ、無機ＥＬデ
ィスプレイ、プラズマディスプレイといった種々の表示方式のうち、いずれかを用いた表
示画面とその駆動部を備える。表示部４７は、制御部４１から出力された制御信号や、画
像生成部４５で生成された超音波画像の画像データに従って表示画面（各表示画素）の駆
動信号を生成し、表示画面上に超音波画像、メニュー等を表示する。
【００４０】
　プリント部４８は、感熱式のプリンターであり、記憶部４６に記憶されている画像デー
タに基づいて、超音波画像を印刷する。
【００４１】
　通信部４９は、ネットワークインターフェース等により構成され、通信ネットワークＮ
を介して接続された外部機器との間でデータの送受信を行う。
【００４２】
　制御部４１は、医用画像に対する計測により得られた計測値を当該医用画像に埋め込み
、医用画像に計測値が埋め込まれた画像データを生成する。
　制御部４１は、医用画像に計測値が埋め込まれた状態の画像データを、通信部４９を介
して画像管理装置２０に送信する。
【００４３】
　次に、第１の実施の形態における動作について説明する。
　図５は、画像管理装置２０及び超音波診断装置３０により実行される第１の計測値管理
処理を示すラダーチャートである。
【００４４】
　まず、画像管理装置２０では、制御部２１が、超音波診断装置３０に対して検査オーダ
ーを発行する（ステップＳ１）。検査オーダーには、患者ＩＤ、患者氏名、性別、身長、
体重等が含まれる。
【００４５】
　超音波診断装置３０では、通信部４９により検査オーダーを受信すると、制御部４１は
、検査オーダーを記憶部４６に記憶させる。
【００４６】
　次に、操作者は、操作入力部４２からの操作により、診断部位や各種パラメーターを設
定した後、患者の診断部位に超音波探触子３２を当てて、画像診断を行う（ステップＳ２
）。制御部４１は、画像生成部４５により生成された医用画像（超音波画像）の画像デー
タに基づいて、表示部４７に医用画像を表示させる。
【００４７】
　次に、操作者が操作入力部４２から画像の計測を指示すると、制御部４１は、指示に応
じた画像計測を行う（ステップＳ３）。例えば、医用画像に対して、ＩＭＴ計測や血流計
測を行う。制御部４１は、医用画像とともに計測値を表示部４７に表示させる。
【００４８】
　次に、操作者が操作入力部４２から画像の保存を指示すると、制御部４１は、医用画像
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に対する計測により得られた計測値を当該医用画像に埋め込み、医用画像に計測値が埋め
込まれた画像データを生成し、この画像データを記憶部４６に保存する（ステップＳ４）
。
　次に、制御部４１は、計測値が埋め込まれた医用画像の画像データを患者ＩＤと対応付
けて、通信部４９を介して画像管理装置２０に送信する（ステップＳ５）。
【００４９】
　画像管理装置２０では、通信部２５により、超音波診断装置３０から送信された医用画
像の画像データ及び患者ＩＤを受信すると、制御部２１は、受信された画像データに基づ
いて、計測値が埋め込まれた医用画像を表示部２３に表示させる（ステップＳ６）。
【００５０】
　図６に、表示部２３に表示される医用画像表示画面２３１の表示例を示す。医用画像表
示画面２３１には、医用画像表示領域５０が含まれる。医用画像表示領域５０には、計測
値５１が埋め込まれた状態の医用画像５２が表示される。
【００５１】
　医師は、操作部２２からの操作により、表示部２３に表示されている医用画像上で文字
認識の対象となる領域を指定する（ステップＳ７）。具体的には、図６に示す医用画像表
示画面２３１において、医用画像５２に埋め込まれている計測値５１を囲む領域５３を指
定する。
【００５２】
　次に、制御部２１は、医用画像の画像データ中の指定された領域から、文字認識により
計測値を取得する（ステップＳ８）。
【００５３】
　次に、制御部２１は、文字認識結果（計測値）を表示部２３に表示させる（ステップＳ
９）。具体的には、制御部２１は、図７に示すように、医用画像表示画面２３１上に文字
認識結果確認画面２３２を表示させる。文字認識結果確認画面２３２には、文字認識結果
表示領域６０、テンキー領域６１、ＯＫボタンＢ１、キャンセルボタンＢ２が含まれる。
【００５４】
　文字認識結果表示領域６０は、領域５３から取得された計測値を表示するための領域で
ある。計測値は、文字認識により取得された順にＤＡＴＡ１，ＤＡＴＡ２，ＤＡＴＡ３と
仮名称が付与されている。図７では、ＤＡＴＡ１として「０．９８ｍｍ」、ＤＡＴＡ２と
して「０．８４ｍｍ」、ＤＡＴＡ３として「０．６８ｍｍ」が表示されている。なお、こ
こでは、数値だけでなく、数値とともに単位「ｍｍ」も抽出されている。医師は、これら
の数値が正しいか否かを確認する。
　テンキー領域６１は、文字認識により取得された計測値を修正する際に、正しい数値を
入力するための領域である。医師が、文字認識結果表示領域６０に表示されている文字認
識結果（計測値）の中から修正対象とする文字認識結果を選択し、テンキー領域６１から
正しい数値を入力すると、文字認識結果表示領域６０に表示されている数値が変更される
。
【００５５】
　ＯＫボタンＢ１は、文字認識結果表示領域６０に表示されている文字認識結果（計測値
を修正した場合には、修正後の数値）を確定させるためのボタンである。
　キャンセルボタンＢ２は、文字認識結果表示領域６０に表示されている文字認識結果を
キャンセルするためのボタンである。
【００５６】
　文字認識結果に対して修正がある場合には（ステップＳ１０；ＹＥＳ）、制御部２１は
、操作部２２からの操作により、修正内容を受け付け、修正結果を反映させる（ステップ
Ｓ１１）。具体的には、制御部２１は、文字認識結果を、操作部２２から入力された数値
に置き換えて、文字認識結果表示領域６０の表示内容を更新する。
【００５７】
　ステップＳ１１の後、又は、ステップＳ１０において、文字認識結果に対して修正がな
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い場合には（ステップＳ１０；ＮＯ）、制御部２１は、操作部２２からの操作により、計
測値の名称の入力を受け付ける（ステップＳ１２）。あるいは、制御部２１は、計測値の
名称の候補を提示し、この中から選択させることとしてもよい。
【００５８】
　具体的には、制御部２１は、図８に示すように、医用画像表示画面２３１上に名称入力
画面２３３を表示させる。名称入力画面２３３には、第１名称入力領域７１、第２名称入
力領域７２、第３名称入力領域７３、ＯＫボタンＢ１１、キャンセルボタンＢ１２が含ま
れる。
【００５９】
　第１名称入力領域７１は、１番目の計測値（ＤＡＴＡ１）の名称を入力するための領域
である。
　第２名称入力領域７２は、２番目の計測値（ＤＡＴＡ２）の名称を入力するための領域
である。
　第３名称入力領域７３は、３番目の計測値（ＤＡＴＡ３）の名称を入力するための領域
である。
【００６０】
　ＯＫボタンＢ１１は、名称入力画面２３３において入力された内容を確定させるための
ボタンである。
　キャンセルボタンＢ１２は、名称入力画面２３３における入力をキャンセルするための
ボタンである。
【００６１】
　次に、制御部２１は、ステップＳ８で取得された計測値、ステップＳ１２で入力された
計測値の名称、医用画像の撮影対象となった患者の患者ＩＤ、及び、医用画像の取得日時
を対応付けて記憶部２６に記憶させる（ステップＳ１３）。計測値及び当該計測値の名称
については、ステップＳ８で取得された計測値の個数分の組み合わせが保存される。また
、患者ＩＤについては、超音波診断装置３０から医用画像の画像データとともに送信され
た患者ＩＤが用いられる。また、医用画像の取得日時については、超音波診断装置３０に
おいて医用画像の画像データが生成された日時、又は、超音波診断装置３０から画像デー
タが受信された日時が用いられる。
【００６２】
　次に、制御部２１は、図９に示すように、医用画像表示画面２３１内にグラフ化ボタン
Ｂ２１を表示させる。制御部２１は、グラフ化ボタンＢ２１が押下された場合に、グラフ
化指示があったと判断する。
【００６３】
　次に、操作部２２からの操作により、グラフ化指示があった場合には（ステップＳ１４
；ＹＥＳ）、制御部２１は、表示部２３に表示されている医用画像と同一患者（患者ＩＤ
）の同一名称の計測値について、これまでのデータをグラフ化して表示部２３に表示させ
る（ステップＳ１５）。具体的には、制御部２１は、記憶部２６に記憶されている計測値
のうち、対応付けられている患者ＩＤ及び計測値の名称が現在表示中のものと同一の計測
値を抽出し、当該抽出された計測値を、各計測値と対応付けられている取得日時に沿って
グラフ化して表示部２３に表示させる。グラフとともに数値データの表を表示してもよい
。
【００６４】
　例えば、制御部２１は、図９に示すように、医用画像表示画面２３１上にグラフ表示画
面２３４を表示させる。グラフ表示画面２３４には、患者ＩＤが０００１の患者に対して
、ＩＭＴ計測により得られたＩＭＴｍａｘ１、ＩＭＴｍｅａｎ１、ＩＭＴｍｉｎ１が時系
列に沿って表示されている。
【００６５】
　また、図１０に、グラフ表示画面２３５の他の例を示す。グラフ表示画面２３５には、
患者ＩＤが０００２の患者に対して、パルスドップラー法による血流計測により得られた
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ＰＳＶ、ＥＤＶ、ＴＡＭ、ＲＩが時系列に沿って表示されている。
【００６６】
　ステップＳ１５の後、又は、ステップＳ１４において、グラフ化指示がなかった場合に
は（ステップＳ１４；ＮＯ）、第１の計測値管理処理が終了する。
【００６７】
　以上説明したように、第１の実施の形態によれば、計測値が医用画像に埋め込まれた画
像データから、文字認識により計測値を取得し、計測値、計測値の名称、患者ＩＤ、及び
、医用画像の取得日時を対応付けて記憶部２６に記憶させるので、計測値の通信に特化し
た新たなプロトコルを使用することなく、計測結果を利用可能に保存することができる。
また、各計測値に対して、医用画像の取得日時が対応付けられるので、計測値のデータを
経時的に管理することができる。また、各計測値に対して、患者ＩＤや医用画像の取得日
時が対応付けられるので、医師がＥＢＭ（Evidence Based Medicine）を実践するのをサ
ポートすることができる。
【００６８】
　また、表示部２３に表示された医用画像上で、操作部２２における操作によって指定さ
れた領域から計測値を取得するので、効率良く文字認識を行うことができ、文字認識の精
度を向上させることができる。
【００６９】
　また、同一患者の同一名称の計測値について、時系列に沿ってグラフ化して表示するの
で、計測値の経時的な変動を把握しやすくなる。
【００７０】
〔第２の実施の形態〕
　次に、本発明を適用した第２の実施の形態について説明する。
　第２の実施の形態における医用画像システムは、第１の実施の形態に示した医用画像シ
ステム１００と同様の構成であるため、図１～図４を援用し、その構成については図示及
び説明を省略する。以下、第２の実施の形態に特徴的な構成及び処理について説明する。
【００７１】
　第１の実施の形態では、画像管理装置２０が超音波診断装置３０から計測値が埋め込ま
れた医用画像の画像データを受信する場合について説明したが、第２の実施の形態では、
計測値が埋め込まれた医用画像がフィルム又は用紙にプリントされた状態で、画像管理装
置２０に持ち込まれる。
　この計測値が埋め込まれた医用画像は、超音波診断装置３０のプリント部４８によって
、フィルム又は用紙にプリントされたものである。
【００７２】
　画像管理装置２０の画像読取部２４は、フィルムや用紙等の記録媒体にプリントされて
いる医用画像を読み取って画像データを生成する。
【００７３】
　制御部２１は、画像読取部２４により生成された画像データから、文字認識により計測
値を取得する。
【００７４】
　次に、第２の実施の形態における動作について説明する。
　図１１は、画像管理装置２０により実行される第２の計測値管理処理を示すフローチャ
ートである。
【００７５】
　まず、制御部２１は、画像読取部２４を制御して、フィルム又は用紙にプリントされて
いる医用画像を読み取らせ、画像データを生成させる（ステップＳ２１）。
【００７６】
　ステップＳ２２～ステップＳ３１の処理は、第１の計測値管理処理（図５参照）のステ
ップＳ６～ステップＳ１５の処理と同様であるため、説明を省略する。
【００７７】
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　なお、ステップＳ２９において、計測値及び当該計測値の名称については、ステップＳ
２４で取得された計測値の個数分の組み合わせが保存される。また、患者ＩＤについては
、超音波診断装置３０において画像診断が行われる際に超音波診断装置３０に対して発行
された検査オーダーに含まれる患者ＩＤを用いてもよいし、操作者が操作部２２から入力
した患者ＩＤを用いてもよい。また、医用画像の取得日時については、超音波診断装置３
０において医用画像の画像データが生成された日時を何らかの方法で取得してもよいし、
画像読取部２４において医用画像を読み取った日時を用いてもよい。
【００７８】
　以上説明したように、第２の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様、計測値の
通信に特化した新たなプロトコルを使用することなく、計測結果を利用可能に保存するこ
とができる。
【００７９】
　また、画像管理装置２０が画像読取部２４を備えることで、フィルム又は用紙にプリン
トされた医用画像を読み取って画像データを生成することができる。したがって、計測値
が埋め込まれた医用画像が画像データ化されていない状態であっても、計測値を取得し、
利用することができる。
【００８０】
　なお、上記各実施の形態における記述は、本発明に係る計測値管理装置の例であり、こ
れに限定されるものではない。装置を構成する各部の細部構成及び細部動作に関しても本
発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能である。
【００８１】
　例えば、上記各実施の形態では、計測値が医用画像に埋め込まれた画像データから、文
字認識により計測値を取得する場合について説明したが、計測値及び計測値の名称が医用
画像に埋め込まれている場合には、計測値の名称についても、計測値と対応付けて取得す
ることとしてもよい。
【００８２】
　また、上記各実施の形態では、グラフ表示画面２３４，２３５において、折れ線グラフ
を表示する場合を例に挙げたが、棒グラフ等、他の形式のグラフを表示することとしても
よい。
【００８３】
　また、上記各実施の形態では、画像生成装置として超音波診断装置３０を用いた場合に
ついて説明したが、医用画像に対する計測により得られた計測値が埋め込まれた状態で医
用画像を出力するものであれば、他の画像生成装置であってもよい。
【符号の説明】
【００８４】
１０　電子カルテ装置
２０　画像管理装置
２１　制御部
２２　操作部
２３　表示部
２４　画像読取部
２５　通信部
２６　記憶部
３０　超音波診断装置
１００　医用画像システム
２３１　医用画像表示画面
２３３　名称入力画面
２３４　グラフ表示画面
２６１　計測値管理テーブル
Ｎ　通信ネットワーク
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